
１.災害支援ナース養成研修の目的

　災害支援業務及び新興感染症支援看護業務に関する知識及び技能を修得する。

２.対象

　災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に応援派遣されて、災害支援看護業務　及び

新興感染症支援看護業務に従事することを目指す者とすること。

　なお、勤務している医療機関において、災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に

応援派遣されることを予定されている者を優先的に研修対象とすること。

　※所属施設のない者（潜在看護職）や、医療機関以外に所属する者も受講できる

３.研修の構成及びプログラム

A 総論講義

B 災害各論（講義） 4日間　オンデマンド

C 感染症各論（講義）

D 講義＋災害（演習）

　　感染症（演習） 270分（4.5時間）

　オンデマンド研修：2023年6月30日～2024年2月29日　　（受講決定後配信）

＊各論免除規程

＊オンデマンド受講は演習開始5日前には終了すること

　演習：災害について 2023年12月19日（火） 5.5時間

　 　感染管理について 2023年12月26日（火） 4.5時間

　　 ＊プログラム詳細は別紙参照

４.申し込み期間　　2023年8月1日～8月20日

５.申し込み方法

所属機関が医療機関である場合は、研修申込サイトより看護管理者を通じて施設単位で申し込む。

＊入力項目は研修申し込みサイト備考欄を参照ください。

＊申し込み者リスト・修了者リストを県行政に報告することに同意ください。

６.受講料 無料

７.定員 50名

８.修了書発行

都道府県看護協会長名・日本看護協会長名（公印省略）で発行する。

＊修了者リストを県行政に報告することに同意ください。

感染：感染症各論を以下の者は免除

　　　令和4年度「新型コロナ重症患者対応研修」を受講した者　要修了書

　受講証明書を発行し、演習当日持参する。

新型コロナなど新興感染症等に係る看護職員等確保事業

災害支援ナース養成研修会　開催要項

1時間講義＋270分（5.5時間）

災害：災害各論を以下の者は免除

　　　①災害支援ナースのうち、災害看護に関する研修を終えた者で毎年訓練に参加した者

　　　②災害支援ナース登録から5年未満の者　　＊①か②のいずれかの者


